
  （案）         議案３_別紙 

 

 

令和６年６月  日 

 

          （名称）二本松市地域公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

二本松市は、平成１７年１２月に二本松市、安達町、岩代町、東和町の１市３町が合

併し誕生した。 

平成２０年１０月に二本松市地域公共交通活性化協議会を設置して公共交通の見直し

を進め、平成２２年３月には、「市の拠点、地域の拠点を中心とした、市民の移動を支

える“持続可能な交通体系”の確立」を目的として、二本松市地域公共交通総合連携計

画を策定した。 

二本松市地域公共交通総合連携計画に基づき公共交通の再編を行い、 

①地域の拠点間は、路線バスと鉄道が担い、 

②地域内は、コミュニティバスとデマンド型乗合タクシーがきめ細かく運行すること

として、見直しを進めてきた。 

 令和元年６月には、二本松市地域公共交通総合連携計画の基本方針を継続する形で、

二本松市地域公共交通網形成計画を策定した。 

また、令和２年度に改正された地域公共交通活性化再生法等の内容を踏まえつつ、二

本松市における公共交通のあり方について検討し、市民にとって利用しやすく、将来に

わたり持続可能な交通体系を構築することを目的に、令和６年３月に二本松市地域公共

交通計画を策定した。 

  現在、地域内を運行するコミュニティバスとデマンド型乗合タクシーは、通学や通勤、

買い物、通院など地域住民の移動に利用され、特に、高齢者等のいわゆる交通弱者と呼

ばれる方たちにとっては必要不可欠な移動手段となっており、今後とも市民の暮らしを

支えるために安定的かつ継続的に運行していくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

  

「二本松市地域公共交通計画」において、「共に考え・取り組む公共交通の仕組みづくり」

を目標として掲げており、目標値として市内の公共交通（コミュニティバス、デマンド

タクシー、路線バス）の利用率６．８回／年・人（令和４年度は６.６回／年・人）と定

めていることから、当該目標を達成するために以下のとおり対象系統の目標を設定する。 

 （二本松市地域公共交通 P.42及び P.44参照） 

 

 【参考】 

  目標公共交通利用率（６．８回／年・人） 

  ＝令和１０年時点想定年間利用者数（３５０，０００人）÷令和１０年時点想定人口

（５１，１１０人） 

 

 

 

 

 

 ≪目標設定の積算根拠≫ 

 平成２９年度年間輸送人員５１４，２８１人のうち岩代地域コミュニティバス一般利用

者８，２４９人について、人口の減少を勘案し算出。 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

岩代地域コミュニテ

ィバス 一般利用者 
７，８０４人 ７，７３６人 ７，６６６人 
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 ～推計人口について～ 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 12 年 

推計人口 55,183 人 54,644 人 54,105 人 53,567 人 53,029 人 52,491 人 52,031 人 51,571 人 50,190 人 

  ※令和２年及び令和７年は二本松市人口ビジョン(令和３年３月策定)より。５年間の

減少数を均等に振り分けることで令和４年から令和６年までを算出。令和８年以降も

同様に令和７年と令和１２年の数値を参考に算出した。  

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

○「情報案内ツールの作成等」 

公共交通をより多くの市民・来訪者等に利用してもらうため、情報を分かりやすく記載

した情報案内ツールの作成を検討し、ホームページや広報誌、SNS等を利用して幅広く周

知する。（実施主体：市、事業者等） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 費用総額  ４７，９５７，０００円 

二本松市から運行事業者へ委託金を支払い、運行業者より運行収入を、二本松市地域

公共交通活性化協議会より国庫補助金をそれぞれ二本松市に納入してもらい清算してい

る。  

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 年間利用者数により評価する。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 ※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 
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10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 

 ※該当なし 

 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 ※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 
※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 ※該当なし 
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（２）事業の効果 

 
 ※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 
 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

 平成２０年度３回、平成２１年度６回、平成２２年度５回、平成２３年度４回、平成２

４年度２回、平成２５年度３回、平成２６年度２回、平成２７年度１回、平成２８年度２

回、平成２９年度２回、平成３０年度３回、令和元年度３回、令和２年度２回、令和３年

度２回、令和４年度２回開催、令和５年度４回開催。 

 ・平成２０年１０月に法定協議会を設置 

 ・平成２１年度第６回協議会（平成２２年３月２６日開催）において、二本松市地域公

共交通総合連携計画を策定。 

 ・平成２４年度第１回協議会（平成２４年６月２６日開催）において、平成２５年度生 

活交通ネットワーク計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成２５年度第１回協議会（平成２５年６月２１日開催）において、平成２６年度生 

活交通ネットワーク計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成２６年度第１回協議会（平成２６年５月２７日開催）において、平成２７年度生 

活交通ネットワーク計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成２７年度第１回協議会（平成２７年６月２６日開催）において、平成２８年度地 

域内フィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成２８年度第１回協議会（平成２８年６月２７日開催）において、平成２９年度生 

地域内フィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成２９年度第１回協議会（平成２９年６月２７日開催）において、平成３０年度地 

域内フィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

・平成３０年度第１回協議会（平成３０年６月２９日開催）において、平成３１年度地

域内フィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・平成３０年度第３回協議会（平成３１年３月２２日開催）において、二本松市地域公 

共交通網形成計画の素案について合意を得た。 

 ・令和元年度第１回協議会（令和元年６月２８日開催）において、令和２年度地域内フ 

ィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

 ・令和元年度第２回協議会（令和元年８月８日書面開催）において、令和元年度地域内 

フィーダー系統確保維持計画の変更（案）を示し、了承を得た。 

 ・令和２年度第１回協議会（令和２年７月２７日開催）において、令和３年度地域内フ 

ィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た 

 ・令和３年度第１回協議会（令和３年６月２５日開催）において、令和４年度地域内フ 

ィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

・令和４年度第１回協議会（令和４年６月２９日開催）において、令和５年度地域内フ 

ィーダー系統確保維持計画（案）を示し、協議の結果、了承を得た。 

・令和５年度第１回協議会（令和５年６月２６日開催）において、令和６年度地域内フ 

ィーダー系統確保維持計画（案）を、協議の結果、了承を得た。 

・令和５年度第４回協議会（令和６年２月２８日開催）において、二本松市地域公共交

通計画の素案について合意を得た。 

・令和６年度第１回協議会（令和６年６月  日開催）において、令和７年度地域内フ

ィーダー系統確保維持計画（案）を、協議の結果、了承を得た。 
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19．利用者等の意見の反映状況 

 

二本松市地域公共交通活性化協議会は、住民及び利用者代表として、二本松市区長会、

二本松市婦人団体連合会、二本松市ＰＴＡ連合会、二本松市あだたらクラブ（老人会）、二

本松商工会議所、あだたら商工会の代表者らで構成されており、これらの方から意見を聴

取して本計画を作成した。 

 

20．乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う地域の概要 

【乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う場合のみ】 

（１）過去に乗合旅客の運送を行っていた乗合バス事業等 

 

 ※該当なし 

 

（２）交通手段の検討状況 

 

 ※該当なし 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）福島県二本松市金色 403番地 1   

（所 属）二本松市 総務部 秘書政策課   

（氏 名）籏山 貴大            

（電 話）0243-23-1111（内線 513）     

（e-mail）sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp 
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

mailto:sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp
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代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
下
り
）

※
一
丁
内

安
達
東

高
校
前

往
16
.7
km

3
6
5
日

9
1
2
.5
回

路
線
定
期

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③

復
　
　
　
ｋ
ｍ

岩
代
中

学
校
前

一
丁
内

往
17
.9
km

3
6
5
日

岩
代
中

学
校
前

安
達
東

高
校
前

2
2
0
1
回

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

和
田

百
目
木

安
達
東

高
校
前

往
20
.9
km

3
6
5
日

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

二
本
松
市

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(1
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

田
沢
コ
ー
ス

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

③

復
20
.9
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(2
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
上
り
）

※
杉
４

馬
船



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

R
8年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
・９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
の
み
）

（注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

(5
)

(4
)

1
8
2
.5
回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

③

復
　
　
　
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(3
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
下
り
）

※
一
丁
内

安
達
東

高
校
前

往
16
.7
km

3
6
5
日

9
1
2
.5
回

路
線
定
期

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③

復
　
　
　
ｋ
ｍ

岩
代
中

学
校
前

一
丁
内

往
17
.9
km

3
6
5
日

岩
代
中

学
校
前

安
達
東

高
校
前

2
1
9
2
回

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

和
田

百
目
木

安
達
東

高
校
前

往
20
.9
km

3
6
5
日

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

二
本
松
市

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(1
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

田
沢
コ
ー
ス

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

③

復
20
.9
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(2
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
上
り
）

※
杉
４

馬
船



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

R
9
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
・
９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（
別
表
７
の
み
）

（
注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
等
」
に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「
経
由
地
」
に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起
点
」
、
「
終
点
」
及
び
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）
ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「
循
環
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
及
び
「
運
送
継
続
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（
別
表
９
又
は
別
表
１
０
）
を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「
○
」
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「
運
行
系
統
名
」
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」
に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

(5
)

(4
)

18
2.
5回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

③
復
　
　
　
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(3
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（下
り
）

※
一
丁
内

安
達
東

高
校
前

往
16
.7
km

3
6
5
日

91
2.
5回

路
線
定
期

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「
岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③
復
　
　
　
ｋ
ｍ

岩
代
中

学
校
前

一
丁
内

往
17
.9
km

3
6
5
日

岩
代
中

学
校
前

安
達
東

高
校
前

21
95
回

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「
岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

和
田

百
目
木

安
達
東

高
校
前

往
20
.9
km

3
6
5
日

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「
岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（
別
表
７
・
別
表
９
・
別
表
１
０
）

二
本
松
市

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(1
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

田
沢
コ
ー
ス

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（
申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

③
復
20
.9
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(2
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（上
り
）

※
杉
４

馬
船



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

R
10
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
・９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
の
み
）

（注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

(5
)

(4
)

1
8
3
回

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

日
回

③
復
　
　
　
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(3
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
下
り
）

※
一
丁
内

安
達
東

高
校
前

往
16
.7
km

3
6
6
日

9
1
5
回

路
線
定
期

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③
復
　
　
　
ｋ
ｍ

岩
代
中

学
校
前

一
丁
内

往
17
.9
km

3
6
6
日

岩
代
中

学
校
前

安
達
東

高
校
前

2
2
0
5
回

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

和
田

百
目
木

安
達
東

高
校
前

往
20
.9
km

3
6
6
日

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

二
本
松
市

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(1
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

田
沢
コ
ー
ス

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（申
請
番
号
）

運
行
系
統

系
統

キ
ロ
程

③
復
20
.9
km

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(2
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
上
り
）

※
杉
４

馬
船



表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

R
11
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行
態
様
の
別

基
準
ハ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
・９
）

補
助
対
象
地
域
間
幹

線
系
統
等
と
接
続
の

確
保

基
準
ホ
で
該

当
す
る
要
件

（別
表
７
の
み
）

（注
）

１
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
等
」に
運
賃
低
廉
化
を
行
う
運
行
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
区
域
運
行
又
は
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
運
行
系
統
の
「経
由
地
」に
営
業
区
域
又
は
運
賃
低
廉
化
対
象
地
域
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
「起
点
」、
「終
点
」及
び
「系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系
統
キ
ロ
程
」に
つ
い
て
は
、
小
数
点
第
１
位
（第
２
位
以
下
切
り
捨
て
）ま
で
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循
環
系
統
の
場
合
に
は
、
往
又
は
復
の
ど
ち
ら
か
の
欄
に
キ
ロ
程
を
記
載
し
、
も
う
片
方
の
欄
に
「循
環
」と
記
載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利
便
増
進
特
例
措
置
」及
び
「運
送
継
続
特
例
措
置
」に
つ
い
て
は
、
利
便
増
進
計
画
又
は
運
送
継
続
計
画
の
認
定
を
受
け
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
（別
表
９
又
は
別
表
１
０
）を
受
け
て
補
助
対
象
と
な
る
場
合
の
み
「○
」を
記
載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運
行
態
様
の
別
」
に
つ
い
て
は
、
路
線
定
期
運
行
、
路
線
不
定
期
運
行
、
区
域
運
行
、
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
等
と
接
続
の
確
保
」に
つ
い
て
は
、
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
が
接
続
す
る
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
系
統
又
は
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接
続
を
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

７
．
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
「運
行
系
統
名
」「
利
便
増
進
特
例
措
置
」に
つ
い
て
記
載
を
要
し
な
い
。

８
．
本
表
に
記
載
す
る
運
行
予
定
系
統
を
示
し
た
地
図
及
び
運
行
ダ
イ
ヤ
を
添
付
す
る
こ
と
。
乗
用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運
行
の
場
合
は
、
営
業
区
域
を
示
し
た
地
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③

回
日 日

回

3
6
5
日

1
8
2
.5
回

路
線
定
期

①

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

(2
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
上
り
）

※
杉
４

馬
船

(4
)

(3
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

広
瀬
経
由
杉
沢
（
下
り
）

※
一
丁
内

安
達
東

高
校
前

岩
代
中

学
校
前

一
丁
内

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

市
区
町
村
名

運
送
予
定
者
名

運
行
系
統
名
等

（申
請
番
号
）

系
統

キ
ロ
程

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(1
)

岩
代
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

田
沢
コ
ー
ス

和
田

百
目
木

安
達
東

高
校
前

二
本
松
市

昭
和
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

(5
)

安
達
東

高
校
前

3
6
5
日

9
1
2
.5
回

復
　
　
　
km

往
17
.9
km

復
　
　
　
ｋ
ｍ

③

岩
代
中

学
校
前

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

運
行
系
統

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
の
基
準
適
合

（別
表
７
・別
表
９
・別
表
１
０
）

往
20
.9
km

復
20
.9
km

往
16
.7
km

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

3
6
5
日

2
1
9
8
回

路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

③
路
線
定
期

①

補
助
対
象
地
域
間
幹
線

系
統
大
平
経
由
小
浜
線

と
「岩
代
支
所
バ
ス
停
」

ほ
か
６
箇
所
の
バ
ス
停

で
接
続

運 送 継 続 特 例 措 置



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

二本松市地域公共交通計画 令和6年3月

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

二本松市地域公共交通網形成計画 令和元年6月13日 令和元年度

5,966 旧岩代町
過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法

5,563 旧東和町
過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法

交通不便地域等 11529

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 二本松市

人　口

人口集中地区以外 44180



NH250002
吹き出し
申請番号(1)-3名目津温泉

NH250002
吹き出し
申請番号(1)-2津島コース

NH250002
吹き出し
申請番号(1)田沢コース

NH250002
折れ線

NH250002
矢印

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
楕円

NH250002
テキスト ボックス
【申請番号(1)】補助対象地域間幹線系統大平経由小浜線との接続バス停☞「岩代支所バス停」「樋ノ口バス停」「小浜新町バス停」「中央新町バス停」「小浜バス停」「移川バス停」「安達東高校前バス停」

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
テキスト ボックス
大平経由小浜線



NH250002
テキスト ボックス
【申請番号(2)(3)】補助対象地域間幹線系統大平経由小浜線との接続バス停☞「岩代支所バス停」「樋ノ口バス停」「小浜新町バス停」「中央新町バス停」「小浜バス停」「移川バス停」「安達東高校前バス停」

NH250002
折れ線

NH250002
テキスト ボックス
大平経由小浜線

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
楕円

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
矢印



NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース平日運行

NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース平日運行

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース平日運行

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース平日運行

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース平日運行

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)-3名目津温泉

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)-3名目津温泉

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース全日運行

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)田沢コース全日運行

NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)-2津島コース

NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)-2津島コース

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(1)-2津島コース



NH250002
矢印

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(2)-3広瀬経由杉沢(下り)

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(2)-3広瀬経由杉沢(下り)

NH250002
矢印

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(3)広瀬経由杉沢(下り)※一丁内

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(2)-2広瀬経由杉沢(上り)

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(2)広瀬経由杉沢(上り)※杉4

NH250002
直線

NH250002
直線

NH250002
テキスト ボックス
申請番号(2)広瀬経由杉沢(上り)※杉4



NH250002
テキスト ボックス
 二 本 松 市 管 内 図

NH250002
テキスト ボックス
 交通不便地域

NH250002
テキスト ボックス
 人口集中地区


